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○
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等
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こ
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で
き
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施
設
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
八
件
）

八

…
…
…
…
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…
…

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
の
廃
止

一
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
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示
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教
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告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

当
該
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基

づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
二
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十

二
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
光
市
環
境
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

日
鉄
ス
テ
ン
レ
ス
株
式
会
社

住

所

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八
番
二
号

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

日
鉄
ス
テ
ン
レ
ス
株
式
会
社
製
造
本
部
山
口
製
造
所
光
エ
リ
ア

所
在
地

光
市
大
字
島
田
三
四
三
四
番
地

三

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
一
号
の
鉄

鋼
業
の
用
に
供
す
る
湿
式
集
じ
ん
施
設
及
び
同
表
第
七
十
四
号
の
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水

の
処
理
施
設

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
及
び
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
の
方
法
を
変

更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
表
の
と
お
り
変
更
を
生
ず
る
。
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〃

〃
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〃
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四
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五
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六
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九
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二

二
七

一
五

三
〇

二
二
二
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八
二
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・
五

一

一
二
、
二
八
二

一
七
、
一
七
七

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
二
、
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六
九
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六
、
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五
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〃

変
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前

七
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五
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三
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二
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七
四
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と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一
第
六
十
一
号
の
鉄
鋼
業
の
用
に
供
す
る
湿
式
集
じ
ん
施
設
及
び
同
表
第
七
十
四
号
の
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
の
処
理
施
設
を
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う
。
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汚
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汚
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濃
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／
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／
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最
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〇
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目

排

出

水
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汚

染

状

態

の
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排
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水
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日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
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イ
オ
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濃
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水
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指
数
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化
学
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酸
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要
求
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／
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浮
遊
物
質
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油
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／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん
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八
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〇
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〇
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八
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〇
、
一
一
五

一
四
、
六
三
九

変
更
後

〃

〃

〃

〃
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排

水

口

変
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五

～

九
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四
・
五

〃

二
二
・
五

四
〇

〃

六
〇

一
〇
一

〇
・
四

〇
・
八

一
〇
、
〇
一
一

一
二
、
六
二
四

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
〇
、
〇
一
五

一
二
、
六
四
七

No．3

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
六
、
三
三
〇

二
〇
、
五
九
四

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
六
、
三
三
八

二
〇
、
六
三
三

No．4

排

水

口

変
更
前

七
・
五

五

～

八
・
五

一
一

一
六

一
六
・
九

〃

三
・
八

二
五

六
〇

〃

〇
・
七

一
八
、
三
八
八

二
七
、
三
〇
九

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．5

排

水

口

変
更
前

七
・
六

五

～

九

一
一
・
六

一
四
・
九

一
四

三
六

四
・
四

五

二
〇

〇
・
三

〇
・
六

六
、
六
九
四

一
〇
、
〇
〇
九

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
四
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No．7

排

水

口

変
更
前

八
・
二

七

～

八
・
五

二

三

四

九
検
出
せ
ず

二

四

〇
・
二

〇
・
四

一
七
五
、
二
〇
〇

一
七
五
、
二
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．8

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃

一
七
六
、
八
八
〇

一
七
八
、
五
六
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．9

排

水

口

変
更
前

八

五

～

九

一
〇

二
〇

四
〇

四
〇

五

五

一
〇

一

二

︱

四
三
〇
、
〇
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．10

排

水

口

変
更
前

六
・
二

五
・
五

～

八
・
五

二

五

一

五

〇
・
五

三

〃

〇
・
二

〇
・
四

二
二
〇

二
二
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

く
ろ
い
し
眼
科

宇
部
市
大
字
東
須
恵
一
九
六
六
の
一

令
和
二
、

八
、
三
一

は
り
ま
内
科
胃
腸
科

〃

大
字
西
岐
波
一
八
八
六
の
五

〃

〃

〃

う
え
だ
内
科
・
循
環
器
ク
リ

ニ
ッ
ク

防
府
市
岸
津
一
丁
目
一
八
番
六
号

〃

〃

〃

か
ず
き
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

緑
町
一
丁
目
八
番
三
号

平
成
二
七
、
一
一
、

八

友
村
歯
科
医
院

周
南
市
若
宮
町
二
丁
目
二
四

令
和
二
、

八
、
三
一

桜
木
調
剤
薬
局

〃

桜
木
二
丁
目
六
番
六
号

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

く
ろ
い
し
眼
科

宇
部
市
大
字
東
須
恵
一
九
六
六
の
一

令
和
二
、

九
、

一

う
え
だ
内
科
・
循
環
器
ク
リ

ニ
ッ
ク

防
府
市
岸
津
一
丁
目
一
八
番
六
号

〃

〃

〃

き
わ
の
も
り
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

宇
部
市
大
字
東
岐
波
二
一
五
四
の
一

〃

一
〇
、

〃

か
ず
き
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

防
府
市
緑
町
一
丁
目
八
番
三
号

平
成
二
七
、
一
一
、

九

友
村
歯
科
医
院

周
南
市
若
宮
町
二
丁
目
二
四

令
和
二
、

九
、

一

と
し
み
つ
歯
科
医
院

〃

大
字
久
米
二
八
〇
一
の
五

〃

一
〇
、

五

厚
狭
駅
前
歯
科
医
院

山
陽
小
野
田
市
大
字
厚
狭
一
九
の
二

〃

〃

一

エ
イ
ト
薬
局

光
市
光
ケ
丘
三
番
三
号

〃

〃

五

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

合
同
会
社
看

山
陽
小
野
田
市
柿

の
木
坂
三
丁
目
一

六
番
三
号

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ゆ
と
り

山
陽
小
野
田
市
住

吉
本
町
一
丁
目
五

番
一
五
号

令
和
二
、
一
〇
、

一

五
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山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
辞
退
年
月
日

名

称

所

在

地

東
洋
鋼
鈑
診
療
所

下
松
市
大
字
東
豊
井
一
二
八
九
の
一

令
和
二
、

九
、
三
〇

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

吉
武

孝
二

山
陽
小
野
田
市

大
字
厚
狭
一
四

四
三
の
五

さ
ん
よ
う
薬
局

山
陽
小
野
田
市

大
字
厚
狭
一
〇

四
二
の
一

居
宅
療

養
管
理

指
導

令
和
二
、五
、

一

医
療
生
活
協
同

組
合
健
文
会

宇
部
市
五
十
目

山
町
一
六
番
二

三
号

協
立
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
ふ
じ
や
ま

宇
部
市
東
平
原

二
丁
目
九
番
八

号

認
知
症

対
応
型

通
所
介

護

〃

八
、

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

吉
武

孝
二

山
陽
小
野
田
市

大
字
厚
狭
一
四

四
三
の
五

さ
ん
よ
う
薬
局

山
陽
小
野
田
市

大
字
厚
狭
一
〇

四
二
の
一

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

令
和
二
、五
、

一

医
療
生
活
協
同

組
合
健
文
会

宇
部
市
五
十
目

山
町
一
六
番
二

三
号

協
立
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
ふ
じ
や
ま

宇
部
市
東
平
原

二
丁
目
九
番
八

号

介
護
予

防
認
知

症
対
応

型
通
所

介
護

〃

八
、

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
椿
東
字
大
渡
一
〇
七
二
七
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
〇
七
二
七
の

一
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産

部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
二
三
八
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
地
方
法
務
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

六
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あ
り
ま
し
た
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

下
松
市
望
町
一
丁
目
、
望
町
二
丁
目
、
望
町
三
丁
目
及
び
望
町
四
丁
目

三

作
業
の
期
間

令
和
二
年
十
月
十
五
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
九
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
市
町

の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
個
人
演
説
会
、
政
党
演
説
会
又
は
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と

が
で
き
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

宇
部
市
東
岐
波
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー

宇
部
市
大
字
東
岐
波
三
八
二
九

令
和
二
、

四
、

三

宇
部
市
西
岐
波
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー

〃

床
波
六
丁
目
五
番
二
三
号

〃

〃

〃

宇
部
市
隣
保
館
厚
南
会
館

〃

厚
南
北
一
丁
目
二
番
二
四
号

〃

〃

〃

宇
部
市
原
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー

〃

大
字
妻
崎
開
作
一
九
九
〇

〃

〃

〃

宇
部
市
厚
東
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー

〃

大
字
棚
井
六
八
の
二

〃

〃

〃

宇
部
市
二
俣
瀬
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー

〃

大
字
車
地
一
七
三

〃

〃

〃

宇
部
市
小
野
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー

〃

大
字
小
野
八
二
九
四
の
四

〃

〃

〃

宇
部
市
船
木
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー

〃

大
字
船
木
一
七
九
の
一

〃

〃

〃

山
口
市
大
殿
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

山
口
市
大
殿
大
路
一
二
〇
の
四

平
成
二
一
、

三
、
二
四

山
口
市
白
石
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

本
町
一
丁
目
一
番
二
五
号

〃

〃

〃

山
口
市
湯
田
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

湯
田
温
泉
五
丁
目
五
番
五
〇
号

〃

〃

〃

山
口
市
仁
保
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

仁
保
中
郷
一
〇
四
一

〃

〃

〃

山
口
市
小
ḉ
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

小
ḉ
二
五
一
九

〃

〃

〃

山
口
市
大
内
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

大
内
矢
田
北
一
丁
目
一
〇
番
一
一

号

〃

〃

〃

山
口
市
宮
野
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

宮
野
下
三
〇
五
四

〃

〃

〃

山
口
市
吉
敷
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

吉
敷
佐
畑
一
丁
目
四
番
一
号

〃

〃

〃

山
口
市
平
川
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

平
井
一
六
六
五

〃

〃

〃

山
口
市
大
歳
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

矢
原
一
四
〇
七
の
五

〃

〃

〃

山
口
市
陶
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

陶
二
五
九
五

〃

〃

〃

山
口
市
鋳
銭
司
地
域
交
流
セ

ン
タ
ー

〃

鋳
銭
司
五
四
三
五
の
一

〃

〃

〃

山
口
市
名
田
島
地
域
交
流
セ

ン
タ
ー

〃

名
田
島
一
二
一
八
の
一

〃

〃

〃

山
口
市
二
島
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

秋
穂
二
島
五
九
九
〇
の
一

〃

〃

〃

山
口
市
嘉
川
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

嘉
川
四
六
五
一
の
一

〃

〃

〃

山
口
市
佐
山
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

佐
山
二
七
二
六
の
一

〃

〃

〃

山
口
市
小
郡
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

小
郡
下
郷
六
〇
九
の
一

〃

〃

〃

山
口
市
阿
知
須
地
域
交
流
セ

ン
タ
ー

〃

阿
知
須
二
七
四
三

〃

〃

〃

山
口
市
徳
地
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
島
地
分
館

〃

徳
地
島
地
九
六
の
第
二

〃

〃

〃

山
口
市
徳
地
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
串
分
館

〃

徳
地
ḉ
河
内
一
六
二
九
の
一

〃

〃

〃

山
口
市
徳
地
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
八
坂
分
館

〃

徳
地
八
坂
九
七
五

〃

〃

〃

六
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山
口
市
徳
地
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
柚
野
分
館

〃

徳
地
野
谷
三
四
九
の
二

〃

〃

〃

山
口
市
阿
東
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

阿
東
徳
佐
中
三
四
二
五
の
一

平
成
二
二
、

一
、
二
二

山
口
市
阿
東
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
生
雲
分
館

〃

阿
東
生
雲
中
一
八
八
の
二

〃

〃

〃

山
口
市
阿
東
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
地
福
分
館

〃

阿
東
地
福
上
一
六
九
七

〃

〃

〃

山
口
市
秋
穂
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

秋
穂
東
六
八
二
三
の
一

〃

三
、
二
三

萩
市
福
栄
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

萩
市
大
字
福
井
下
三
九
九
六
の
六

令
和
二
、

六
、

四

美
祢
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
四
一
八
の
八

平
成
一
八
、

四
、

一

美
祢
市
美
東
セ
ン
タ
ー

〃

美
東
町
大
田
六
一
七
〇
の
一

平
成
二
〇
、

三
、
二
一

赤
郷
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

美
東
町
赤
四
二
五

〃

〃

〃

綾
木
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

〃

美
東
町
綾
木
二
四
三
七

〃

〃

〃

真
長
田
定
住
セ
ン
タ
ー

〃

美
東
町
真
名
五
二
九

〃

〃

〃

美
祢
市
美
東
体
育
館

〃

美
東
町
大
田
六
二
二
一

〃

〃

〃

美
祢
市
秋
芳
体
育
館

〃

秋
芳
町
秋
吉
五
三
五
七

〃

〃

〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
七
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

「
岩
国
市
小
瀬
供
用
会
館

岩
国
市
大
字
小
瀬
二
八
五
の
二
」
を

「
岩
国
市
小
瀬
供
用
会
館

岩
国
市
小
瀬
二
八
五
の
二
」
に
改
め
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
七
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

「
錦
町
高
齢
者
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

玖
珂
郡
錦
町
大
字
深
川
二
二
七
〇

錦
町
高
根
二
十
一
世
紀
セ

ン
タ
ー

〃

〃

大
字
宇
佐
郷
一
〇
五
〇

の
一

」
を

「
錦
高
齢
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

岩
国
市
錦
町
深
川
二
二
七
〇

高
根
二
十
一
世
紀
セ
ン

タ
ー

〃

〃

宇
佐
郷
一
〇
五
〇
の
一
」
に
改
め
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
二
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
七
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

「
美
和
町
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー

玖
珂
郡
美
和
町
大
字
西
畑
一
三
七
の

一

」
を

「
美
和
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

岩
国
市
美
和
町
西
畑
一
三
五
の
一

」
に
改
め
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
八
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

「
玖
珂
町
こ
ど
も
の
館

玖
珂
郡
玖
珂
町
五
三
三
〇
」
を

「
玖
珂
こ
ど
も
の
館

岩
国
市
玖
珂
町
五
三
三
〇
」
に
改
め
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
八
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

「
ふ
し
の
会
館

山
口
市
三
和
町
三
番
三
号

〃

〃

一
七

高
松
集
会
所

〃

大
字
仁
保
下
郷
二
七
七
八

〃

〃

〃

坂
東
集
会
所

〃

大
字
朝
田
六
五
三
の
二

〃

〃

〃

下
千
坊
集
会
所

〃

大
字
大
内
御
堀
二
〇
五
四
の

一

〃

〃

〃

陶
隣
保
館

〃

大
字
陶
四
七
一
三
の
一

〃

〃

〃

山
口
市
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー

〃

大
字
下
竪
小
路
二
五
四

〃

〃

〃

萩
市
む
つ
み
農
民
研
修
所

萩
市
大
字
吉
部
上
三
一
七
一
の
三

〃

〃

一
」

を

「
陶
隣
保
館

山
口
市
陶
四
七
一
三
の
一

〃

四
、
一
七

山
口
市
老
人
福
祉
館

〃

下
竪
小
路
二
五
四

〃

〃

〃

大
海
総
合
セ
ン
タ
ー

〃

秋
穂
東
一
一
三
〇
の
五

〃

〃

二
四

小
郡
集
会
所

〃

小
郡
下
郷
二
二
五
三
の
一

〃

七
、
一
七

小
郡
南
集
会
所

〃

小
郡
緑
町
二
番
二
七
号

〃

〃

〃

小
郡
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

〃

小
郡
下
郷
一
四
四
〇
の
一

〃

〃

〃

上
郷
公
民
館

〃

小
郡
上
郷
二
一
五
九

〃

〃

〃

柳
井
田
公
民
館

〃

小
郡
下
郷
二
九
〇
の
四

〃

〃

〃

山
村
開
発
セ
ン
タ
ー

〃

徳
地
堀
一
五
三
三

〃

九
、

六

山
口
市
伊
賀
地
高
齢
者
女

性
等
活
動
促
進
セ
ン
タ
ー

〃

徳
地
伊
賀
地
七
四
五
の
一

〃

〃

〃

山
口
市
徳
地
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー

〃

徳
地
島
地
二
〇
九
七
の
一

〃

〃

〃

山
口
市
阿
東
嘉
年
基
幹
集

落
セ
ン
タ
ー

〃

阿
東
嘉
年
下
二
八
の
一

〃

〃

二
六

長
門
峡
自
然
休
養
村
管
理

セ
ン
タ
ー

〃

阿
東
生
雲
東
分
七
六
の
一

〃

〃

〃

山
口
市
阿
東
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー

〃

阿
東
地
福
上
一
六
九
七

〃

〃

〃

萩
市
む
つ
み
農
民
研
修
所

萩
市
大
字
吉
部
上
三
七
一
の
三

〃

四
、

一
」

に
、

「
萩
市
福
栄
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

〃

大
字
福
井
下
三
九
九
三

〃

〃

二
四

萩
市
福
栄
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー

〃

大
字
紫
福
三
四
四
六
の
一

〃

〃

〃

」
を

「
萩
市
福
栄
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー

〃

大
字
紫
福
三
四
四
六
の
一

〃

〃

二
四
」
に
改

め
、

「
大
海
町
集
会
所

〃

潮
音
町
一
丁
目
五
番
一
四
号

〃

〃

〃

東
開
作
集
会
所

〃

潮
音
町
二
丁
目
七
番
一
二
号

〃

〃

〃

」
を
削

り
、

「
岩
国
市
通
津
供
用
会
館

〃

大
字
通
津
二
五
七
一
の
一

〃

〃

〃

岩
国
市
柱
島
供
用
会
館

〃

大
字
柱
島
一
三
二
の
七

〃

〃

〃

」
を

「
岩
国
市
通
津
供
用
会
館

〃

通
津
二
五
七
一
の
一

〃

〃

〃

岩
国
市
柱
島
供
用
会
館

〃

柱
島
一
三
二
の
七

〃

〃

〃

」
に
、

「
光
市
三
輪
福
祉
会
館

光
市
大
字
三
輪
九
四
〇
の
一

〃

〃

〃

」
を

「
由
宇
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

〃

由
宇
町
八
〇
二

〃

四
、

一

由
宇
文
化
会
館

〃

由
宇
町
中
央
一
丁
目
一
番
一

五
号

〃

〃

〃

玖
珂
総
合
セ
ン
タ
ー

〃

玖
珂
町
四
九
六
一

〃

〃

八

米
川
集
会
所

〃

周
東
町
西
長
野
五
五
八
の
一

〃

九
、

二

緑
町
集
会
所

〃

周
東
町
下
久
原
一
七
七
七
の

二

〃

〃

〃

三
瀬
川
集
会
所

〃

周
東
町
三
瀬
川
九
一
九

〃

〃

〃

錦
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー

〃

錦
町
広
瀬
一
一
二
五

〃

〃

〃

美
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

〃

美
川
町
四
馬
神
一
〇
五
七

〃

〃

一
一

美
川
基
幹
集
落
セ
ン
タ
ー

〃

美
川
町
南
桑
二
四
二
〇

〃

〃

〃

美
川
林
業
セ
ン
タ
ー

〃

美
川
町
根
笠
五
九
八

〃

〃

〃

光
市
三
輪
福
祉
会
館

光
市
大
字
三
輪
九
四
〇
の
一

〃

三
、
三
一
」

に
、

「
由
宇
町
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー

〃

由
宇
町
八
〇
二

〃

〃

一

を

由
宇
町
文
化
会
館

〃

〃

五
九
一
八
の
一

〃

〃

〃

玖
珂
町
総
合
セ
ン
タ
ー

〃

玖
珂
町
四
九
六
一

〃

〃

八

米
川
集
会
所

〃

周
東
町
大
字
西
長
野
五
五
八

の
一

〃

九
、

二

緑
町
集
会
所

〃

〃

大
字
下
久
原
一
七
七

七
の
二

〃

〃

〃

三
瀬
川
集
会
所

〃

〃

大
字
三
瀬
川
九
一
九

〃

〃

〃

錦
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー

〃

錦
町
大
字
広
瀬
一
一
二
五

〃

〃

〃

美
川
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

〃

美
川
町
大
字
四
馬
神
一
〇
五

七

〃

〃

一
一
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南
桑
基
幹
集
落
セ
ン
タ
ー

〃

〃

大
字
南
桑
二
四
二
〇

〃

〃

〃

美
川
町
林
業
セ
ン
タ
ー

〃

〃

大
字
根
笠
五
九
八

〃

〃

〃

上
関
町
福
祉
セ
ン
タ
ー

熊
毛
郡
上
関
町
大
字
長
島
四
九
〇
四

〃

四
、

一
」

「
上
関
町
福
祉
セ
ン
タ
ー

熊
毛
郡
上
関
町
大
字
長
島
四
九
〇
四

〃

〃

一
」
に
改

め
、

「
伊
賀
地
多
目
的
集
会
所

佐
波
郡
徳
地
町
大
字
伊
賀
地
七
四
五

〃

九
、

六

徳
地
町
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー

〃

〃

大
字
島
地
二
〇
九
七

の
一

〃

〃

〃

徳
地
町
山
村
開
発
セ
ン

タ
ー

〃

〃

大
字
堀
一
五
三
三

〃

〃

〃

大
海
総
合
セ
ン
タ
ー

吉
敷
郡
秋
穂
町
東
一
一
三
〇
の
五

〃

四
、
二
四

前
畑
公
民
館

〃

小
郡
町
大
字
上
郷
七
三
一
の

一
一

〃

七
、
一
七

新
町
東
公
民
館

〃

〃

〃

三
二
〇
七

の
三

〃

〃

〃

八
方
原
公
民
館

〃

〃

〃

四
一
二
七

の
二

〃

〃

〃

新
町
西
区
公
民
館

〃

〃

〃

二
九
七
七

の
五

〃

〃

〃

岩
屋
公
民
館

〃

〃

〃

三
八
三
三

の
二

〃

〃

〃

蔵
敷
公
民
館

〃

〃

大
字
下
郷
一
〇
一
六

の
三

〃

〃

〃

東
津
公
民
館

〃

〃

〃

二
八
九
一

の
四

〃

〃

〃

長
い
矢
公
民
館

〃

〃

〃

二
〇
一
三

の
七

〃

〃

〃

柏
崎
・
新
開
公
民
館

〃

〃

〃

三
一
六
九

の
六

〃

〃

〃

山
手
下
公
民
館

〃

〃

〃

六
〇
九
の

一
二

〃

〃

〃

柳
井
田
区
公
民
館

〃

〃

〃

二
九
〇
の

四

〃

〃

〃

大
正
下
公
民
館

〃

〃

〃

一
三
二
四

の
一
六

〃

〃

〃

明
治
北
区
公
民
館

〃

〃

〃

二
二
四
六

の
六

〃

〃

〃

小
郡
町
集
会
所

〃

〃

〃

二
二
五
三

の
一

〃

〃

〃

明
治
東
公
民
館

〃

〃

〃

一
二
八
三

の
一

〃

〃

〃

明
西
会
館

〃

〃

〃

一
二
二
八

〃

〃

〃

長
谷
西
区
公
民
館

〃

〃

〃

四
五
八
の

七

〃

〃

〃

津
市
下
公
民
館

〃

〃

〃

一
一
六
六

〃

〃

〃

金
堀
公
民
館

〃

〃

〃

一
〇
〇
の

二
三
〇

〃

〃

〃

小
郡
町
駅
南
集
会
所

〃

〃

緑
町
二
番
二
七
号

〃

〃

〃

小
郡
町
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー

〃

〃

大
字
下
郷
一
四
四
〇

の
一

〃

〃

〃

小
郡
町
立
上
郷
児
童
館

〃

〃

大
字
上
郷
二
一
五
九

〃

〃

〃

鴨
生
原
公
民
館

〃

阿
知
須
町
四
一
四
九

〃

六
、
二
七

東
条
公
民
館

〃

〃

三
七
二
五
の
九
八

〃

〃

〃

縄
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

〃

〃

九
〇
一
一
の
二

〃

〃

〃

西
条
公
民
館

〃

〃

三
三
〇
六

〃

〃

〃

浜
公
民
館

〃

〃

四
七
五
二
の
二

〃

〃

〃

砂
郷
公
民
館

〃

〃

三
七
二
五
の
三
〇

〃

〃

〃

飛
石
公
民
館

〃

〃

二
七
九
二
の
一

〃

〃

〃

沖
の
原
公
民
館

〃

〃

五
〇
五
七
の
二

〃

〃

〃

岩
倉
公
民
館

〃

〃

八
五
三
の
一

〃

〃

〃

旦
公
民
館

〃

〃

二
三
九
六

〃

〃

〃

岡
公
民
館

〃

〃

一
六
九
二
の
四

〃

〃

〃

浜
表
公
民
館

〃

〃

五
四
二
一

〃

〃

〃

赤
迫
公
民
館

〃

〃

五
七
四
一
の
二

〃

〃

〃

井
関
公
民
館

〃

〃

六
三
〇
〇
の
二

〃

〃

〃

野
口
公
民
館

〃

〃

六
六
七
三

〃

〃

〃

河
内
公
民
館

〃

〃

七
〇
五
四
の
四

〃

〃

〃

源
河
公
民
館

〃

〃

七
三
二
八
の
四

〃

〃

〃

向
井
関
仙
在
公
民
館

〃

〃

六
一
八
〇
の
一

〃

〃

〃

引
野
公
民
館

〃

〃

八
二
六
三
の
四

〃

〃

〃

阿
東
町
嘉
年
基
幹
集
落
セ

ン
タ
ー

〃

阿
東
町
大
字
嘉
年
下
二
八
の

一

〃

九
、
二
六

阿
東
町
山
村
開
発
セ
ン

タ
ー

〃

〃

大
字
徳
佐
中
三
三
八

二

〃

〃

〃

を
削

一
〇
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長
門
峡
自
然
休
養
村
管
理

セ
ン
タ
ー

〃

〃

大
字
生
雲
東
分
七
六

の
一

〃

〃

〃

阿
東
町
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー

〃

〃

大
字
地
福
上
一
六
九

七

〃

〃

〃

」

る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
五
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
八
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

「
本
郷
村
山
村
セ
ン
タ
ー

玖
珂
郡
本
郷
村
大
字
本
郷
二
〇
八
七

の
一

」
を

「
本
郷
山
村
セ
ン
タ
ー

岩
国
市
本
郷
町
本
郷
二
〇
八
七
の
一
」
に
改
め
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
六
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
二
年
山
口
県
選
挙
管
理

委
員
会
告
示
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

「
美
和
町
文
化
会
館

玖
珂
郡
美
和
町
大
字
渋
前
一
七
五
一
」
を

「
美
和
文
化
会
館

岩
国
市
美
和
町
渋
前
一
七
五
一

」
に
改
め
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
七
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
選
挙
管
理

委
員
会
告
示
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

「
周
東
南
総
合
セ
ン
タ
ー
多

目
的
ホ
ー
ル

玖
珂
郡
周
東
町
大
字
上
久
原
一
〇
七

五
の
二

」
を

「
周
東
南
総
合
セ
ン
タ
ー
多

目
的
ホ
ー
ル

岩
国
市
周
東
町
上
久
原
一
〇
七
五
の

二

」
に
改
め
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
八
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
八
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
二
項
第

一
号
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

講
習
の
日
時
及
び
場
所
、
講
習
を
行
う
警
備
業
務
の
区
分
並
び
に
受
講
者
の
定
員

㈠

日
時

ア

新
規
取
得
講
習
（
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
又
は
警
備

員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十

八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下
「
講
習
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
」

と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
者
に
対
し
て
行
う
講
習
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で
及
び
同
月
七
日
（
月
曜
日
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
六
時
二
十

分
ま
で

イ

追
加
取
得
講
習
（
講
習
規
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

令
和
二
年
十
二
月
三
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
四
日
（
金
曜
日
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五

時
三
十
分
ま
で
並
び
に
同
月
七
日
（
月
曜
日
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

㈡

場
所

山
口
市
湯
田
温
泉
五
丁
目
一
番
一
号

カ
リ
エ
ン
テ
山
口
（
山
口
県
婦
人
教
育
文
化
会

一
〇
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館
）

㈢

講
習
を
行
う
警
備
業
務
の
区
分

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
第
一
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）

㈣

受
講
者
の
定
員

二
十
人

二

講
習
対
象
者

㈠

新
規
取
得
講
習

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア

最
近
五
年
間
に
第
一
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

イ

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以

下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
第
一
号
警
備
業
務
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と

い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

ウ

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
第
一
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を

受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
第
一
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

エ

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
第
一
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
者

オ

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
第
一
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上

第
一
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

㈡

追
加
取
得
講
習

第
一
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
㈠
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

三

受
講
申
込
書
の
受
付
期
間

令
和
二
年
十
一
月
九
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で

た
だ
し
、
受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
申
込
者
の
人
数
が
受
講
者
の
定
員
の
数
に
達
し
た
と
き

は
、
受
付
を
締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

四

受
講
申
込
書
の
提
出
先

山
口
県
内
の
最
寄
り
の
警
察
署

五

受
講
申
込
書
の
提
出
方
法

受
講
申
込
書
は
、
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
郵
便
に
よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

六

提
出
書
類

㈠

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
（
講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ
と
。
）

㈡

二
の
㈠
の
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
履
歴
書
及
び
警
備
業
者
等
が
発
行
す
る
第
一
号
警
備

業
務
の
従
事
期
間
に
関
す
る
証
明
書
（
以
下
「
第
一
号
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
、

二
の
㈠
の
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
一
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
、
二
の
㈠
の

ウ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
第
一
号
警
備
業
務

従
事
証
明
書
、
二
の
㈠
の
エ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
一
級
の
検
定
に
係
る
旧
検
定
規
則
第
八

条
の
合
格
証
の
写
し
、
二
の
㈠
の
オ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
二
級
の
検
定
に
係
る
旧
検
定
規

則
第
八
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び
第
一
号
警
備
業
務
従
事
証
明
書

㈢

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
込
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
半
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
）

㈣

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
の
写
し
（
新
規
取
得
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
を

除
く
。
）

七

受
講
手
数
料

新
規
取
得
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
四
万
七
千
円
、
追
加
取
得
講
習
を
受
講
し

よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
二
万
三
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
の
下
部
余

白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

八

講
習
の
実
施
の
委
託

講
習
は
、
山
口
市
宮
島
町
五
番
一
三
号

一
般
社
団
法
人
山
口
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施

す
る
。

九

そ
の
他

こ
の
講
習
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
警
察
署
又
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警

察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
す
る
こ
と
。
郵

便
で
問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、
往
復
は
が
き
を
使
用
す
る
か
、
又
は
八
十
四
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た

宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
す
る
こ
と
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

一
二
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